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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３次元方向に連なる空間部を有する金属多孔体基板とこれに充填された活物質とからな
る活物質充填基板の片面に複数本の平行な溝部を有し、前記溝部は、溝部に垂直な断面形
状が、２つの円弧の外形によって形成される形状の壁面と溝部の底部が表面に平行な平坦
部から構成された形状であり、前記活物質充填基板の片面に溝部を形成した溝部形成基板
の厚さに対する溝部深さの比率が２０％以上５０％以下であり、前記溝部には活物質充填
密度の低い、粗な溝部活物質層が形成され、前記溝部活物質層に接する金属多孔体の骨格
に破断部を有さず、加圧により形成された活物質充填密度の高い緻密な表面層とによりほ
ぼ平滑な表面が構成されていることを特徴とする円筒型アルカリ蓄電池用極板。
【請求項２】
　緻密な表面層と溝部活物質層に形成された粗な表面とが交互に平行にかつ規則的に繰り
返される粗密表面であることを特徴とする請求項１記載の円筒型アルカリ蓄電池用極板。
【請求項３】
　３次元方向に連なる空間部を有する金属多孔体基板に活物質ペーストを充填して活物質
充填基板を形成する活物質充填工程と、前記活物質充填基板の片面に溝部を形成する工程
であって、前記溝部は、溝部に垂直な断面形状が、２つの円弧の外形によって形成される
形状の壁面と溝部の底部が表面に平行な平坦部から構成された形状であり、前記活物質充
填基板の片面に溝部を形成した溝部形成基板の厚さに対する溝部深さの比率が２０％以上
５０％以下であり、前記溝部には活物質充填密度の低い、粗な溝部活物質層が形成され、
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前記溝部活物質層に接する金属多孔体の骨格に破断部を有さないことを特徴とし、前記溝
部を形成した溝部形成基板を、前記溝の方向と垂直な軸を有する一対の平滑ローラでほぼ
平滑に加圧し所望の厚みとする工程とを備える円筒型アルカリ蓄電池用極板の製造法。
【請求項４】
　活物質充填工程が活物質ペーストを金属多孔体の片面から反対の面に貫通しないように
充填する工程であり、溝部を形成する工程が前記活物質ペーストの充填面側に溝部を形成
する工程であることを特徴とする請求項３記載の円筒型アルカリ蓄電池用極板の製造法。
【請求項５】
　溝部の底部と両壁面の交線において溝部に垂直な断面における両接線のなす角度を侵入
角度とするとき、前記侵入角度が４５°以上１００°以下であることを特徴とする請求項
３記載の円筒型アルカリ蓄電池用極板の製造法。
【請求項６】
　正極板と負極板がセパレータを介して巻回された極板群を備える円筒型アルカリ蓄電池
において、前記正負極板の少なくとも一方の極板は、３次元方向に連なる空間部を有する
金属多孔体とこれに充填された活物質とからなり、片面に複数の溝部が平行して形成され
た溝部形成基板が加圧されてできる溝部活物質層と、緻密な表面層とによってほぼ平滑な
表面が構成されるとともに、溝部活物質層を備える面を外周として、前記溝部の方向と巻
回軸とが平行に巻回されており、
前記溝部は、溝部に垂直な断面形状が、２つの円弧の外形によって形成される形状の壁面
と溝部の底部が表面に平行な平坦部から構成された形状であり、前記正負極板の少なくと
も一方の極板の片面に溝部を形成した溝部形成基板の厚さに対する溝部深さの比率が２０
％以上５０％以下であり、前記溝部活物質層に接する金属多孔体の骨格に破断部を有さな
いことを特徴とする円筒型アルカリ蓄電池。
【請求項７】
　巻回された極板には複数の平行に形成された溝部の底部と壁面の交線を起点として優先
的にクラックが形成され、前記クラックは溝部活物質層によって押圧されていることを特
徴とする請求項６記載の円筒型アルカリ蓄電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、円筒型アルカリ蓄電池用極板と円筒型アルカリ蓄電池用極板の製造法および
円筒型アルカリ蓄電池の改良に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　ニッケルー水素電池やニッケルーカドミウム電池等に代表されるアルカリ蓄電池は小型
軽量で高い出力密度を備え、近年パソコンや携帯電話などの小型機器にとどまらず、電気
自動車やハイブリッド電気自動車等の大型電源の分野に亘って実用領域が拡大されている
。これら電池には用途の広がりとともに、従来に増して高容量化と高い信頼性が要求され
るようになってきた。
【０００３】
　アルカリ蓄電池には、セパレータを介して板状の正極板および負極板を集合し角型の容
器に収納して電池を構成する角型構成と、セパレータを介して矩形の正極板と負極板を渦
巻状に巻回して極板群を構成し、これを円筒型の容器に収納して電池を構成する円筒型構
成が一般に用いられている。
【０００４】
　一方近年、ニッケルなどの３次元方向に連なる９０％を超えるような高多孔度の空間を
有する発泡メタルや金属不織布などの３次元金属多孔体基板（以降、多孔体基板という）
が開発され、これらに活物質粒子のペーストを直接充填する新しい極板の製造法が開発さ
れ、高容量化に適する極板として、上記角型や円筒型の電池に多く適用されるようになっ
た。しかし、上記３次元多孔体基板を用いる極板の製造方法や構造に起因する信頼性に関
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する課題がいくつか存在することが明らかになってきた。本発明は構造と製造法の観点か
ら極板の改善を図り、上記３次元多孔体基板を用いた極板を備える円筒型アルカリ蓄電池
の信頼性を構築することを目的とする。
【０００５】
　多孔体基板に充填する活物質ペーストには、例えば、水酸化ニッケルを主体としコバル
ト金属やニッケル金属あるいは炭素粉末などの極板反応に必要な添加物とカルボキシメチ
ルセルロース等の結着剤を含むアルカリ蓄電池の正極用活物質ペースト、あるいは水素吸
蔵合金あるいは水酸化カドミウムを主体とし炭素粉末やニッケル粉末など極板反応に必要
な添加物とカルボキシメチルセルロース等の結着剤を含む負極用活物質ペーストなどが適
用されている。
【０００６】
　上記活物質を充填された３次元多孔体を用いる極板は、一般には、ペーストを充填した
後で、所望の厚さに加圧され電池の正極板または負極板として用いられるのが一般的であ
った。
【０００７】
　上記の如く加圧された極板の表面には、緻密な表面層が形成されているのが普通である
。このような緻密な表面層は電解液の内部への浸透を妨げ、電池毎の電解液の注入量にば
らつきを生じ、特性のばらつきが発生するという課題があった。
【０００８】
　一方、上記３次元多孔体はもともと曲げに対する変形の自由度が少ない構造材料である
。このような構造材料に活物質が充填され、更に加圧された極板は一層曲げに対する自由
度が制限され、無理に巻回して極板群を構成しようとすると、巻回される極板の外周側に
無秩序にクラックが発生したり、また真円性に乏しい角張った巻回構造の極板群が形成さ
れて、円筒型金属ケースへの挿入不良が発生する。さらに上記クラック部では破損部のバ
リが表面から突出したり、破損部から活物質粒子が流出し、セパレータを貫通して大小の
短絡を生じ、これらが原因となって初期的あるいは経時的な電圧不良や短絡不良を発生す
る。
【０００９】
　上記課題を改善する従来の技術として、特開昭６０－１３３６５５号公報に示すように
、Ｖ字状の溝部を両面に形成し、溝の方向を巻回軸と平行にして、極板を巻回する技術が
提案された。さらに、特開平５－４１２１１号公報では、金属多孔体が切れやすい形状で
あるＶ字状断面の溝に代えて、台形状もしくは、半楕円状の断面を有する溝とすることが
開示されている。しかし、両側に溝を形成することは、活物質の充填量を増加させること
に対し不利である。
【００１０】
　そこで、特開平９－１０６８１４号公報では、活物質の充填分布を均一にして溝部を均
等に形成するための製造法として、３次元金属多孔体の片側から反対の面にむけて活物質
ペーストを充填する製造法が開示されている。またそのとき反対面に活物質をほとんど通
過させないように充填することによって、前記充填面側に高密度活物質充填層を、反対面
側に低密度活物質充填層あるいは無充填層を形成し、前記低密度充填側の表面に溝部を形
成する技術が開示されている。また同特開平９－１０６８１４号公報には、ペーストの充
填に先だって３次元多孔体の片面に溝部または切れ目を形成する製造法や前記溝部や切れ
目を設けた面と反対の面から活物質ペーストを充填する極板の製造法、さらに前記溝部が
外周側になるように極板が巻回される構造が例示されている。
【００１１】
　一方特開平９－２７３４２号公報には、上記特開平９－１０６８１４号公報で示された
と同様な高密度活物質充填層と低密度活物質充填層とからなる極板が示され、上記低密度
活物質充填層を内側にして巻回された構造と外側にして巻回された構造の何れもが開示さ
れている。
【００１２】
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　さらに実施例では活物質の充填工程に先だって溝部または切れ目を３次元多孔体に設け
、上記溝部または切れ目を設けた面と反対の面から活物質ペーストが充填される製造法と
、これとは逆に溝部または切れ目を設けた面から活物質が充填される製造方法が記載され
ている。
【００１３】
　いずれにしても上記の如き、溝部を備える極板は、溝部を有する面を外周として巻回す
る構成において、溝部によって与えられた表面の伸延の自由度と溝部の内部における優先
的なクラックの発生によって可とう性が改善され、電圧不良が減少する傾向が見られた。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、それにも拘わらず、なお多くの電圧不良が発生することが明らかになった。そ
の原因を解析した結果、上記の従来の溝部を形成する構成では、溝部の内部に発生したク
ラック部のバリが巻回の力で隆起して突出したり、クラックから活物質粒子が溝部を通っ
て極板の外周に流出し、これらが新しい短絡の要因になっていることが判った。
【００１５】
　すなわち活物質充填基板の表面に形成された溝部の内部はいずれも空洞であって、溝部
の内部に発生するクラックのバリの隆起突出やクラック部からの活物質粒子の流出に対し
て無防備であって、これが信頼性を低下させる原因であることがわかった。
【００１６】
　また３次元多孔体の片面にあらかじめ溝部や切れ目を形成し、上記溝部や切れ目を設け
た表面から活物質を充填する方法で作製された極板においては、溝部や切れ目の中に活物
質が充填されてはいるが、ここに存在する活物質は単に充填されたままの活物質粒子の集
合体に他ならないので、上記溝部や切れ目に充填された活物質粒子は、電解液で湿潤され
ると流動化し、溝部から容易に流出することになる。上記の如く流動化した活物質の集合
体はクラック部のバリの隆起突出や活物質の流出に対して何の抑制効果も無く、むしろ新
たな短絡の要因になっていることが判った。
【００１７】
　すなわち３次元金属多孔体を用いる極板を適用したアルカリ蓄電池の高容量化を図りな
がら信頼性を高めるためには、極板への電解液の浸透性を改善すると同時に、とくに円筒
型電池においては、溝部を形成して極板の可とう性を改善するだけでなく、溝部の内部で
発生するクラック部の隆起突出と活物質粒子の流出を抑制するための適切な極板構造と前
記極板構造を作製するための適切な製造方法の開発が、新しい課題としてクローズアップ
されてきた。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決する手段として、本発明では、３次元方向に連なる空間部を有する金
属多孔体基板とこれに充填された活物質とからなる活物質充填基板の表面に溝部を形成し
、これを加圧することによって、前記溝部には活物質充填密度の低い粗な溝部活物質層と
、活物質充填密度の高い緻密な表面層とが交互に、ほぼ平滑な表面を構成していることを
特徴とする円筒型アルカリ蓄電池用極板を開示するものである。
【００１９】
　また本発明は、上記構成を効果的に形成する製造法として、３次元方向に連なる空間部
を有する金属多孔体基板に活物質ペーストを充填して充填基板を形成する活物質充填工程
と、充填基板の片面に溝部を形成する工程と、溝部を形成した電極をほぼ平滑に加圧する
工程とを備える円筒型アルカリ蓄電池用極板の製造法を開示する。
【００２０】
　さらに上記で得られる極板を、溝部を備えた面を外周にして、溝方向と巻回軸を平行に
した状態で巻回された極板群を有する円筒型アルカリ蓄電池を開示する。
【００２１】
　本発明の極板はその表面に粗な溝部活物質層を有し、その部分が電解液浸透の経路とな
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って極板の電解液に対する浸透性が改善される。また表面が平滑化されて溝部が見かけ上
消滅してはいるが、溝部が複数個平行して形成される構成では可とう性の改善効果が得ら
れる。さらに加圧成形された溝部活物質層によって、溝部の内部に形成されるクラック部
位が押圧されバリの隆起突出や活物質の流出を抑制することが出来る。
【００２２】
　本発明の実施の形態を以下に示す。
【００２３】
　本発明の円筒型アルカリ蓄電池用極板は、３次元方向に連なる空間部を有する金属多孔
体基板と、これに充填された活物質とからなる活物質充填基板の一方面に複数本の平行な
溝部を有し、前記溝部には活物質充填密度の低い、粗な溝部活物質層と、加圧により形成
された活物質充填密度の高い緻密な表面層とによりほぼ平滑な表面が構成されている。
【００２４】
　従来、特開昭６０－１３３６５５号公報や特開平５－４１２１１号公報における技術で
は空間であった溝部に、本発明では活物質層が形成されることで高容量で可とう性に優れ
た極板を得ることができる。また、本発明の円筒型アルカリ蓄電池用極板は緻密な表面層
と溝部活物質層に形成された粗な表面とが交互に平行にかつ規則的に繰り返される粗密表
面であることを特徴とし電解液の吸収性に優れている。特開平９－１０６８１４号公報や
特開平９－２７３４２号公報のごとく、金属多孔体基板に予め、溝部や切れ目を入れてお
いたのでは本願のような構成は期待できない。
【００２５】
　さらに本発明の円筒型アルカリ蓄電池用極板は溝部活物質層に接する金属多孔体の骨格
に破断部を有さないので、円筒型アルカリ蓄電池用極板として巻回されたとき、バリの突
出等による短絡の発生が抑制されるとともに、通電経路が維持され、電池用極板として適
用された場合、従来に比して電池の内部抵抗が低下し、大電流放電特性が向上する。
【００２６】
　本発明の円筒型アルカリ蓄電池用極板を得るための製造法の一例は、３次元方向に連な
る空間部を有する金属多孔体基板に活物質ペーストを充填して活物質充填基板を形成する
活物質充填工程と、活物質充填基板の片面に溝部を形成する工程と、溝部を形成した極板
をほぼ平滑に加圧し所望の厚みとする工程とをその順に実施するものである。
【００２７】
　活物質充填工程では、活物質ペーストを金属多孔体の片面から反対の面に貫通しないよ
うに充填し、溝部を形成する工程において前記活物質ペーストの充填面側に溝部を形成す
ると、活物質充填量が均一な本発明の円筒型アルカリ蓄電池用極板が得られる。
【００２８】
　本発明の円筒型アルカリ蓄電池用極板を正極板と負極板の少なくとも一方に使用し、セ
パレータを介して巻回された極板群で円筒型アルカリ蓄電池を構成する場合、溝部活物質
層を備える面を外周として、前記溝部の方向と巻回軸とが平行となるように巻回する。
【００２９】
　このとき、巻回された極板には複数の平行に形成された溝部の、底部とその壁面の交線
上を起点として優先的にクラックが形成される。本発明では、極板群の外周部において、
前記クラックは溝部の底部以外の場所では発生せず、そのクラックの深さも従来に比べて
浅く、電池としての内部抵抗が低下し、大電流放電性能が向上する。
【００３０】
　また、前記クラックは溝部活物質層によって押圧され、活物質が流出したり、バリが突
出したりすることが抑制されている。
【００３１】
【発明の実施の形態】
　以下、図と実施例を用いて本発明の好ましい実施の形態を説明する。
【００３２】
　図１に本発明による円筒型アルカリ蓄電池用極板を作製するための好適な装置の一例を
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示す。活物質を充填した基板１は、リング状の凸部を有する溝型付きローラ２と平滑ロー
ラ３の間を通過させることにより、片側に溝部４を有する溝部形成基板５となる。
【００３３】
　次に前記溝部形成基板５は一対の平滑な加圧ローラ６により加圧されると、溝部４には
活物質が滲出して、溝部活物質層７が形成され、本発明の電極基板８となる。
【００３４】
　前記電極基板８は通常、溝方向と垂直に裁断されて本発明による極板９を得る。
【００３５】
　図２は本発明の製造過程に従って活物質充填基板が変化してゆく様子を溝方向に垂直な
断面の形態で示している。図２において（Ａ）は活物質充填基板、（Ｂ）は溝部形成基板
、（Ｃ）は電極基板である。
【００３６】
　本発明において３次元多孔体の厚さ、多孔度、孔径、孔形等にとくに限定事項はなく、
既存の３次元多孔体が適用できる。目的に応じて一般に用いられているような厚さ１ｍｍ
から３ｍｍ、多孔度９０％から９５％の多孔体が用いられる。
【００３７】
　活物質充填基板の作製にはあらかじめ短冊状や平板状に裁断した多孔体を用いる方法と
連続した帯状の多孔体を用い、任意の工程において後から極板形状に裁断する方法が用い
られている。量産性は後者が優れている。
【００３８】
　本発明において活物質の充填方法に特別の限定は無く、均等な充填ができる方法であれ
ば、どれでも適用可能である。例えば、活物質の充填には多孔体基板を活物質のペースト
槽の中を通過させて活物質を充填する方法、定量吐出ノズルやドクターナイフをもちいて
片面あるいは両面から活物質を圧入する方法等一般に用いられる既存の方法が適用できる
。
【００３９】
　活物質ペーストには水酸化ニッケルを主体とし、必要な添加物と結着剤を混合した正極
用活物質ペーストや、水酸化カドミウムあるいは金属水酸化物を主体とし、必要な添加物
と結着剤を混合した負極用活物質ペーストなどが適用される。
【００４０】
　つぎに溝部を形成する工程について説明する。この溝部を形成する工程によって、断面
形状は図２（Ａ）から（Ｂ）に変化する。
【００４１】
　帯状の活物質充填基板１に溝部４を形成するには、ローラの円周上にリング状の凸部を
複数本設けた溝型付きローラ２と平滑ローラ３によって行なうのが便利である。上記ロー
ラを通過して得られた帯状の溝部成形基板５の片面には、帯状の基板の進行方向に連続す
る溝部４が幅方向に複数本並んで形成される。
【００４２】
　上記溝部４を形成する第１の目的は、溝部の底部１０にストレスを与え、巻回時に、前
記溝部の底部１０に優先的にクラックを発生させるためであり、第２の目的は多孔体の骨
格から滲出させた活物質で溝部４に好ましい溝部活物質層７を形成するための容積を確保
することにある。
【００４３】
　本発明の極板において上記の好ましい効果をもたらす溝部活物質層７の部位は、この溝
部形成基板５の形態の影響を受ける。例えば、溝部形成基板５の厚さに対する溝部４の深
さの比率、溝部形成基板５の溝部４の近傍における多孔体基板の金属骨格の破損状況、溝
部４の形状等によって影響される。
【００４４】
　上記溝部４の深さ比率が小さすぎると、本発明により期待される巻回性改善等の効果そ
のものが小さくなる。また、溝部４の内部の活物質層が不足し溝部活物質層７が形成でき
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なくなる。逆に大きすぎると、金属多孔体の骨格を破壊しやすくなるとともに、溝部４の
内部の活物質が過剰になり、溝部活物質層７およびその表面層の密度が大きくなる。
【００４５】
　上記傾向を勘案して、溝部形成基板５の厚さｔ２に対する溝部４の深さの割合は２０％
以上５０％以下であることが好ましい。
【００４６】
　溝部４の壁面近傍に金属多孔体の骨格が破損した部位が存在すると、そのような基板を
本発明が電池用極板として利用されたとき、前記破損部位が短絡の原因となるとともに、
溝部４に過剰に活物質が流入し溝部活物質層７およびその表面層の密度が大きくなりすぎ
る。したがって本発明においては溝部形成基板５に金属多孔体骨格の破損部が無いことが
重要である。
【００４７】
　本発明においては、金属多孔体骨格の破損を回避し、溝部の底部１０に適切にストレス
を与え得る、いくつかの好ましい実施形態が明らかになった。
【００４８】
　その１つは溝部の底部１０には基板表面に平行な平滑面を設ける形態である。このとき
平滑面と溝部４の壁面との交点は円弧状等面取りするのが望ましい。
【００４９】
　図３（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）に示すように２つの円弧の外周で形成される形状を基本と
して設計される壁面と溝部の底部１０の平坦面とによって構成されるような形状の溝部４
の形態は、溝部の底部１０に強いストレスを与え、しかも金属多孔体骨格の破壊を防ぐこ
とと、さらに加圧される段階では溝部の底部１０に優先的にクラックを発生させやすいと
いう特徴を備える好ましい形態であることも判った。
【００５０】
　この場合、溝部４の壁面の断面は交錯する円弧によって形成される図３（Ａ）と離れた
円弧によって形成される図３（Ｂ）、（Ｃ）がいずれも好ましい形態であり、またこれら
の形状を基本にして設計された形状は類似の効果を与える。
【００５１】
　図３に示されたように溝部の底部１０の平坦部と交錯する交点における２つの円弧の接
線が形成する角度を侵入角度Ｇとするとき、Ｇは４５°以上１００°以下とするのが良い
。侵入角度Ｇが大きすぎると溝部の底部１０の骨格に強いストレスを与えることが困難に
なるとともに、必要な溝部４の深さが確保しにくくなる。逆に小さくなると溝部４を形成
する時点で溝部４の先端付近に破損部を発生する可能性があるとともに、溝型付きローラ
２に溝部４が咬みこんで、はずれないという不具合を発生することもある。
【００５２】
　つぎに溝部活物質層を形成する工程について説明する。
【００５３】
　この工程は溝部形成基板５を、溝部４を含めた溝部形成基板５全体がほぼ平滑な表面を
形成するように加圧する工程である。平滑加圧は平滑面を備える加圧ローラ６によって行
なうのが簡単である。このとき断面形状は図２の（Ｂ）から（Ｃ）に変化する。
【００５４】
　すなわち、溝部形成基板５の段階で空洞であった溝部４の中に溝部活物質層７が形成さ
れ、本発明の電極基板８となる。
【００５５】
　この工程では加圧される溝部形成基板５の湿潤状態は任意である。ただし湿潤状態で加
圧すると活物質の流出が増大して制御が困難になる。また加圧装置に活物質が付着しそれ
が加圧面を不均一にする可能性がある。したがって乾燥状態で加圧するのが好ましい。
【００５６】
　また、この工程では、加圧を溝方向と垂直な軸を有する加圧ローラ６で行うのが良い。
溝方向と平行な軸を有する加圧ローラ６で加圧する、すなわち、溝方向と垂直に加圧する
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と溝部形成基板５に伸びや反りを生じ、さらには、多孔体基板の強度低下を招く。
【００５７】
　本発明の電極基板８は、従来の技術で作製される溝部形成基板とは異なり、その表面は
溝部形成基板５の溝部４を加圧することによって形成された溝部活物質層７と溝部４以外
を加圧することによって形成された緻密な表面層１１により、ほぼ平滑な粗密表面となっ
ている。粗な表面と密な表面は一般に反射率が異なるために、多数の溝部４を備える電極
基板８の表面には縞模様が観察される。観察される色は活物質の色や組成によっても変化
する。例えば緑色ないし黒褐色の活物質を用いるニッケル正極では黒褐色の表面と溝部４
に対応する白っぽい筋状の表面が形成する縞模様が観察され、一見して均一な表面ではな
いことが判る。
【００５８】
　次に図１に示すように極板の所望の幅寸法を帯状の電極基板８の長さ方向から裁断する
と、極板の長さ方向に垂直な溝部４が複数本平行に形成された本発明の極板９が得られる
。
【００５９】
　この極板９が円筒型アルカリ蓄電池の正極板として用いられた状態について図４に示す
。
【００６０】
　図４において、正極板１２と負極板１３はセパレータ１４を介して渦巻状に巻回され、
極板群１５が構成されている。前記極板群１５は円筒型の金属ケース１６に収納され，正
極端子１７の底部と正極板１２、金属ケース１６と負極板１３が電気的に接続され、さら
にアルカリ電解液が注入され、凸状の正極端子１７と安全弁体を設けた封口板１８によっ
て封口されている。
【００６１】
　図５は上記円筒型アルカリ蓄電池の極板群１５の電池底面と平行な断面である。
【００６２】
　図５に示すように、正極板１２は溝部活物質層７を備える面を外周にして、溝方向と巻
回軸を平行にした状態で巻回されている。
【００６３】
　上記のように本発明で得られる極板９を円筒型アルカリ蓄電池に適用すれば次に示すよ
うに様々な有用な効果を得ることができる。
【００６４】
　(1)本発明の極板９は従来の溝付き極板とは異なり、溝部４は空間ではなく、充填密度
は粗であるものの、溝部活物質層７を有し極板全体としての充填密度は高い。
【００６５】
　(2)溝部活物質層７の表面を緻密な表面層１１とほぼ平滑に形成することにより、極板
９を巻回するとき表面に配するセパレータ１４を押圧面として溝部活物質層７を効果的に
溝部４の内部に押圧するための押圧層を構成する。
【００６６】
　(3)粗密表面がほぼ平滑になるまで加圧することで、溝部活物質層７を極板９に一体化
させ、少なくとも巻回されるまで、溝部活物質層７内の活物質を極板９へ保持させること
ができる。
【００６７】
　(4)溝部活物質層７およびその緻密な表面層１１を加圧成形体とすると、電解液を極板
群１５に注液した時、活物質が流動化して、活物質の流出が新たな短絡の原因になること
を防ぐとともに、溝部活物質層７を固形化して、溝部４の内部に押圧の力を効果的に内部
に伝達する。
【００６８】
　(5)溝部活物質層７とその表面を粗に成形すると、その部位が電解液の浸透の経路とな
るとともに、溝部活物質層７に柔軟性を与え、表面に伸びる自由度を与え、極板９の巻回
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性を著しく向上させる。
【００６９】
　(6)極板９にクラックが発生するような力が加えられたとき溝部の底部１０に優先的に
クラック１９を発生させ、極板９の表面全体に、不規則にクラックの及ぶことを防止する
。
【００７０】
　図５に示すように本発明の極板９を巻回すると溝部の底部１０と壁面の交線上に優先的
にクラック１９を発生し、溝部活物質層７が引き伸ばされて円滑に巻回される。このよう
に一旦形成された溝部４が外見的に消滅するまで加圧して平滑にしても、元の溝部４が変
形した溝部の底部１０に優先的にクラック１９が発生して巻回性が改善されるという現象
は従来にまったく予測されなかった発見である。
【００７１】
　(7)また、本発明では溝部を形成する工程において、金属多孔体骨格を破損しないよう
に溝形成されているとともに、巻回後に生ずるクラック１９の長さが短いので、多孔体基
板の集電性が維持される。よって、従来に比べ電池の内部抵抗が低減され、大電流放電性
能が向上している。
【００７２】
　(8)巻回された極板群１５では、溝部活物質層７の表面は隣接するセパレータ１４によ
って押圧され、その押圧の力は溝部の底部１０に伝達され、クラック１９を押圧して閉鎖
し、破損部の隆起突出や活物質の流出を防いでいる。
【００７３】
　次に本発明の極板９を円筒型アルカリ蓄電池に適用した場合の信頼性への効果を検証す
るために、本発明を適用した円筒型アルカリ蓄電池用正極板を作製し、さらにこれを用い
た円筒型アルカリ蓄電池を作製した。同時に従来の構成の極板を作製し、本発明の極板お
よび電池の信頼性に拘わる特性を比較した。
【００７４】
　実施例１：
　水酸化ニッケル１００重量部に対し、結着剤としてカルボキシメチルセルロース０．２
重量部と、全ペーストの重量の２５重量％となるように水を加えて、活物質ペーストを作
製した。
【００７５】
　支持体には、幅が１１５ｍｍ、厚さ１．７ｍｍ、多孔度が９２％から９５％の３次元方
向に連なる空間を有する帯状の発泡金属多孔体を用い、これに活物質ペーストを多孔体の
両面から充填して、厚さ１．７ｍｍの帯状の活物質充填基板１を作製した。
【００７６】
　続いてローラの外周表面にリング状の凸部を多数設けた溝型付きローラ２と平滑ローラ
３を用いて帯状の活物質充填基板１の片面に、基板の進行方向に連続する深さ０．３５ｍ
ｍの溝部４を帯状基板の幅方向に１．５ｍｍのピッチで形成した。溝部形成基板５の厚さ
は１．０ｍｍとなった。溝部４の形状は図３（Ａ）に示す形状とした。つぎに加圧ローラ
６を用いて、上記溝部形成基板５を厚さ０．８ｍｍに加圧して溝部４の中に活物質を滲出
させるとともに溝部活物質層７を加圧成形してほぼ平滑な粗密平面を形成した。
【００７７】
　この帯状基板から幅６１ｍｍ、長さ１１０ｍｍの円筒型アルカリ蓄電池用の極板９を作
製した。この極板９を極板Ｐとする。
【００７８】
　別にパンチンググメタルに水素吸蔵合金粉末を主材料とするペーストを塗着して幅６１
ｍｍ、長さ１４５ｍｍ、厚さ０．４ｍｍの負極板１３を作製した。上記極板Ｐを正極板１
２として、負極板１３と共に、セパレ－タ１４を介して巻回し、極板群１５を構成した。
このとき、正極板１２は溝部４を備える側が外周になるように巻回された。前記極板群１
５を円筒型の金属ケース１６に収納し、端子の接続を行ない、電解液を注入し、封口板１
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８を用いて封口して、図４に示すような公称容量３８００ｍＡｈ のＨＲ１７／６７サイ
ズの円筒型アルカリ蓄電池を作製した。この電池を電池Ｐとする。
【００７９】
　比較例１：
　平滑加圧基板の厚さを０．８ｍｍとし、溝部を形成する工程と溝部活物質層を形成する
工程を行なわないで極板形状を裁断した以外は本発明の実施例１と同じ条件とした極板を
作製した。この極板を極板Ｑとする。また極板Ｑを正極板１２とする以外は本発明の実施
例１と同様の構成で円筒型アルカリ蓄電池を作製した。この電池を電池Ｑとする。
【００８０】
　比較例２：
　溝部成形基板の厚さを０．８ｍｍとし、溝部活物質層を形成する工程を加えないことと
溝部の深さを本発明の正極板１２の溝部と同程度にした以外は本発明の実施例１と同様の
条件で極板を作製した。この極板を極板Ｒとする。また極板Ｒを正極板１２とする以外は
本発明の実施例１と同様の構成で円筒型アルカリ蓄電池を作製した。この正極板１２では
溝部を備える表面が外周側になるように巻回された。この電池を電池Ｒとする。
【００８１】
　上記極板Ｐ、Ｑ、Ｒについて電解液の浸透性について調べた。まず極板Ｐと極板Ｒにつ
いては溝部を備える表面を上にし、極板Ｑでは平滑加圧面極板を水平に設置し、極板の上
に濃度４０％のアルカリ電解液を５ｍｌ滴下して液滴が消滅するまでの吸液時間を電解液
の浸透速度として計測した。その結果を図６に示す。
【００８２】
　この図から判るように、電解液の浸透時間は溝部４が形成されていない平滑な極板Ｑで
はおよそ２０分であった。これに対して溝部が形成されている極板Ｒではおよそ１５分と
若干の改善が見られた。更に本発明の溝部活物質層７を備える極板Ｐではおよそ５分とい
う浸透時間を示した。
【００８３】
　上記の結果は、全表面に緻密な表面層が形成された極板Ｑでは、内部への電解液の侵入
が緻密な表面層に妨げられることを示していると思われる。また極板Ｒの電解液吸液速度
が極板Ｑに比べて若干改善されるのは、溝部形成時に溝部の内部に形成された緻密な表面
層は存在するが、溝部の壁面において、緻密な表面層１１よりも薄い活物質表面層が形成
されているためと考えられる。これに対して本発明の極板Ｐの電解液吸液速度が大幅に改
善されるのは、溝部４の壁面に緻密な表面層が形成されず、また溝部４に形成された溝部
活物質層７が電解液の浸透性の高い粗な加圧体であるためと考えられる。
【００８４】
　つぎに巻回性の改善について調べた。円筒型アルカリ蓄電池各１０００個を作製したと
き、渦巻式の極板群が円筒型の金属ケースに挿入できなくなるという挿入不良が発生する
確率を求めた。
【００８５】
　その結果、電池Ｑでは挿入不良が５０個も発生した。これに対して電池Ｐおよび電池Ｒ
では、上記挿入不良は皆無であった。
【００８６】
　これは溝部４の形成によって巻回性が改善され、真円に近い極板群１５の構成が可能に
なったことを示している。また本発明の極板９は、外見的に平坦になるまで加圧されてい
るにもかかわらず、溝部４の形成による巻回性の効果が失われないということを示してい
る。
【００８７】
　最後に短絡による電圧不良の発生確率を調べた。挿入不良のなかった１０００個の電池
について電圧不良の発生確率を調べた。電池を所定の方法で充電し、１週間放置した後で
開路電圧を調べた。開路電圧が１．２０Ｖ以上にあるものを良品とし、１．２Ｖを下回る
電池を不良品とした。
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【００８８】
　不良品の発生数を図７に示す。この図が示すように溝部を持たない極板Ｑを用いる電池
Ｑでは電圧不良電池が４５個発生した。また溝部を備えてはいるが本発明の溝部活物質層
７を形成していない極板Ｒを用いる電池Ｒでは、電圧不良電池は２５個であった。これに
対して本発明の溝部活物質層７を備えた極板Ｐを用いる電池Ｐでは、電圧不良は０個であ
った。
【００８９】
　上記不良電池を解析した結果、溝部を設けなかった極板Ｑは極板の表面に無差別且つ不
規則な位置でクラックが発生して、破損部分がセパレータを貫通したり、活物質粒子がク
ラック部分から流出して極板とセパレータの間に挟まり微少短絡を発生していることが判
った。
【００９０】
　また溝部を設けた従来の極板Ｒでは極板Ｑのような無差別なクラックではなく、主とし
て溝部の内部にクラックが形成されていたが、上記クラックのバリが表面に隆起して突出
したり、クラックから流出した活物質が溝部の空洞をとおって極板表面に到達しセパレー
タにしみ込んだりして、セパレータと極板の間に入りこみ、各所で大小の短絡が発生して
いることが判った。
【００９１】
　これに対して本発明の極板Ｐを用いた電池では、溝部の底部１０と壁面の交線からクラ
ック１９の発生が見られたが、そのクラック場所は溝部活物質層７によって封鎖され、活
物質の流出やクラック部におけるバリの隆起突出が防御されていることが判った。
【００９２】
　すなわち本発明は３次元多孔体を用いる極板９の電解液に対する浸透性の改善、極板９
の可とう性の改善、巻回時における短絡の抑制において顕著な効果を示し、高容量に適し
た３次元多孔体を用いる円筒型アルカリ蓄電池の信頼性を大幅に改善することが判った。
【００９３】
　なお、本実施例では正極について説明したが、極板の基本的な構造およびその製造方法
は負極についても同じであり、同様の効果を生じることは論を待たない。
【００９４】
【発明の効果】
　上記の如く本発明は、極板への電解液の浸透速度を改善するとともに円筒型アルカリ蓄
電池の極板の巻回性を改善し、短絡の可能性を軽減する効果をもたらすものであって、パ
ソコン、携帯電話、小型工具や芝刈り機等の小型動力機器用など小型電源に限らず電気自
動車、ハイブリッド電気自動車用電源など広い用途において高い信頼性を発揮するもので
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の極板を得るまでの工程の概略を示す斜視図
【図２】　本発明の製造方法に基づく活物質充填基板の断面形状の変化を示す図
【図３】　溝部の形状の１実施形態を示す溝部形成基板の断面図
【図４】　本発明の円筒型アルカリ蓄電池の分解斜視図
【図５】　本発明による円筒型アルカリ蓄電池の極板群の平面断面図
【図６】　本発明の極板のアルカリ電解液に対する浸透速度を従来極板のそれと比較した
グラフ
【図７】　本発明と従来の極板を円筒型アルカリ蓄電池に使用した場合の電圧不良発生数
を比較するグラフ
【符号の説明】
　１　活物質充填基板
　２　溝型付きローラ
　３　平滑ローラ
　４　溝部



(12) JP 4168632 B2 2008.10.22

10

　５　溝部形成基板
　６　加圧ローラ
　７　溝部活物質層
　８　電極基板
　９　極板
　１０　溝部の底部
　１１　緻密な表面層
　１２　正極板
　１３　負極板
　１４　セパレータ
　１５　極板群
　１６　金属ケース
　１７　正極端子
　１８　封口板
　１９　クラック

【図１】

【図２】

【図３】
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